
 
 

計画素案（第３回推進会議資料）からの変更点について 
 

 
○ Ｐ４ 再犯者数と再犯者率の推移（国全体の刑法犯）【図２】の時点修正 

  令和元年の再犯者率（４８．８％）を追加 
 
○ Ｐ１２ 第３章 １目指すまちの姿 
  犯罪等をした人自身の強い更生意欲の補足説明として，「犯罪等をした人は

多様であり，認知症や障害がある等，特性によっては本人の更生意欲を前提と

しない場合があります。」を追記 

 
○ Ｐ１７ 刑務所出所時に帰住先がない人の割合の時点修正 

      第４章 ３具体的な施策 柱１ 現状・課題の本文と【図１】 

（修正前）  
「府内の刑事施設を出所した人のうち，約３割の人が出所時に適切な帰住先

を確保できずに出所しています。」 

（修正後） 
「府内の刑事施設を出所した人のうち，約４割の人が出所時に適切な帰住先

を確保できずに出所しています。」 

 
○ Ｐ１７ 第４章 ３具体的な施策 柱１ 現状・課題 

（修正前） 
 「就労については，全国的に，刑事施設に再び入所した人のうち約７割が再

犯時に無職であり，仕事に就いていない人の再犯者率は，仕事に就いている

人と比べて約３倍である等，不安定な就労が再犯リスクに結び付きやすいこ

とが明らかになっています。」 

（修正後） 
 「就労については，全国的に，刑事施設に再び入所した人のうち約７割が再

犯時に無職であり，有職者と無職者では再犯率が大きく異なる等，不安定な

就労は再犯リスクに結び付きやすいことが明らかになっています。」 
 
 

 

資料３ 



○ Ｐ２８ 保護観察処分・少年院仮退院少年の時点修正 

      第４章 ３具体的な施策 柱３ 現状・課題の本文と【図８】 

（修正前） 
「保護観察処分・少年院仮退院少年のうち約４割の人が中学校卒業後，高等

学校に進学していなかったり，高等学校を中退している状況にあります。」 

（修正後） 
「保護観察処分・少年院仮退院少年のうち半数近くの人が中学校卒業後，高

等学校に進学していなかったり，高等学校を中退している状況にあります。」 
 
○ Ｐ３３ 寄り添い支援を行った若年女性の状況と支援結果【図９】の時点

修正 
 
○ Ｐ４２～ 参考資料（資料１～資料７）の追加 
 
○ その他文言の軽微な修正 


